
○大分市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 

施行規則 
平成12年7月27日 

規則第80号 

  

（趣旨） 

第1条 この規則は、大分市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成12年大分

市条例第30号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この規則において、「放置」、「放置自動車」、「所有者等」、「公共の場所」、「廃物」又は「処分等」

とは、それぞれ条例第2条に規定する放置、放置自動車、所有者等、公共の場所、廃物又は処分等

をいう。 

（放置となる期間） 

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、市長がこれにより難いと認

めるときは、市長が別に定める期間とする。 

（調査の依頼） 

第4条 条例第9条の規定に基づき調査対象自動車（条例第8条第1項に規定する調査対象自動車をい

う。以下同じ。）について調査を依頼しようとする土地所有者等（条例第9条に規定する土地所有者等

をいう。以下同じ。）は、大分市調査対象自動車調査依頼書（様式第1号）を市長に提出しなければな

らない。 

（調査書及び警告書） 

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により調査対象自動車について調査をしたときは、大分市調

査対象自動車調査書（様式第2号）を作成するものとする。 

2 条例第10条第2項に規定する警告書は、大分市放置自動車警告書（様式第3号）とする。 

（身分証明書） 

第6条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第4号）とする。 

（撤去勧告書） 

第7条 市長は、条例第12条の規定に基づき放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車を撤去

するよう勧告するときは、大分市放置自動車撤去勧告書（様式第5号）により行うものとする。 

（撤去命令書） 

第8条 市長は、条例第13条の規定に基づき放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車を撤去

するよう命令するときは、大分市放置自動車撤去命令書（様式第6号）により行うものとする。 

（条例第14条第1項の市長が定める期間） 

第9条 条例第14条第1項に規定する市長が定める期間は、7日間とする。ただし、市長がこれにより難

いと認めるときは、市長が別に定める期間とする。 

（廃物認定等） 

第10条 市長は、条例第15条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、

同条第1項又は第2項の規定による廃物としての認定を行うことができる。 

2 条例第15条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

（1） 放置自動車が存する場所（条例第14条第1項の規定に基づき当該放置自動車を移動し、保管

したときは、放置されていた場所） 

（2） 放置自動車の形態等 

（3） 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（廃物認定外放置自動車の告示） 

第11条 条例第17条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 廃物認定外放置自動車（条例第17条第1項に規定する廃物認定外放置自動車をいう。以下同

じ。）が存する場所（条例第14条第1項又は条例第17条第2項の規定に基づき当該廃物認定外放

置自動車を移動し、保管したときは、放置されていた場所） 

（2） 廃物認定外放置自動車の形態等 



（3） 条例第14条第1項又は条例第17条第2項の規定に基づき当該廃物認定外放置自動車を移動し、

保管したときは、当該移動し、保管した年月日及び保管場所 

（4） 前3号に掲げるもののほか、廃物認定外放置自動車の引取りを促すために市長が必要と認める

事項 

（引取通知書） 

第12条 市長は、条例第19条の規定により放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車を引き取る

よう通知するときは、大分市保管放置自動車引取通知書（様式第7号）により行うものとする。 

（引取手続） 

第13条 条例第14条第1項又は条例第17条第2項の規定に基づき移動し、保管されている放置自動車

を引き取ろうとする者は、大分市保管放置自動車引渡請求書（様式第8号）に引渡しを受けるべき所

有者等であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において放置自動車を引き取ろうとする者が当該放置

自動車の所有者等であることを確認したときは、当該放置自動車の引取年月日を指定し、大分市保

管放置自動車引換証兼受領書（様式第9号）を当該所有者等に対し交付するものとする。 

3 市長は、前項の引換証兼受領書を持参した所有者等に対し、放置自動車の保管場所において、当

該引換証兼受領書と引換えに当該放置自動車を引き渡すものとする。 

（費用の請求） 

第14条 市長は、条例第20条の規定に基づき放置自動車の移動等に要した費用を請求するときは、大

分市放置自動車移動等費用請求書（様式第10号）により行うものとする。 

（公共の場所以外の場所に存する放置自動車の処分等の依頼） 

第15条 条例第21条の規定に基づき公共の場所以外の場所に存する放置自動車の処分等の依頼を

しようとする当該場所の土地所有者等は、大分市公共の場所以外放置自動車処分等依頼書（様式

第11号）を市長に提出しなければならない。 

（委員会の委員長） 

第16条 条例第22条第1項に規定する大分市放置自動車廃物判定委員会（以下「委員会」という。）に

委員長を置き、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（委員会の会議及び議事） 

第17条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

（委員会の庶務） 

第18条 委員会の庶務は、環境部清掃管理課において処理する。 

（委員長への委任） 

第19条 第16条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

（記録台帳） 

第20条 市長は、大分市放置自動車処理記録台帳（様式第12号）を備え、放置自動車に対する処理状

況を記録するものとする。 

（委任） 

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成12年9月1日から施行する。 

附 則（平成17年規則第27号） 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 


